
（公印省略）

大 交 企 第 1 6 4 3 号

令 和 ７ 年 ７ 月 ７ 日

大分県交通安全推進協議会各位 殿

大 分 県 警 察 本 部

交通部交通企画課長

「おんせん県おおいた湯～チャリトレーニング」の周知及び実施について（依頼）

平素から交通安全対策の推進に格別のご支援、ご協力を賜っておりますことに

厚くお礼申し上げます。

さて、自転車の交通違反に対する交通反則通告制度が令和８年４月に施行される

ことに伴い、県民に自転車の交通ルールを正しく理解していただくために、誰もが

自主的に自転車の交通ルールを学習することができる標記コンテンツを制作し、７月

７日から県警ホームページ上で運用を開始することとしました。

つきましては、貴団体職員に対する自転車の交通ルールの周知及び自転車事故防止を図る

ために、別添チラシをご活用の上、本コンテンツの周知及び活用に取り組んでいただきますよ

うお願い申し上げます。

担当 交通企画課 安全係

電話 (内線 )097-536-2131 5022


